
 

 

令和３年度社会福祉法人ちいさがた福祉会 

介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組みについて 

 

令和３年度介護職員等の処遇改善に向けた特定加算の取り組みにつきまして次のように公表します。 

 

月額手当及び一時金の支給 

【介護部門】 

取得加算額 １５，４３０，９８０円 ／ 総支給額 １５，４３６，５００円  

対象職員  経験・技能／３８名  その他介護／７２名  その他／３２名 

 

○経験・技能（経験年数１０年以上かつ介護福祉士資格保持者） 

 一人当たり １７，０００円／月（７月～６月）  

○その他介護（経験・技能以外の介護職員） 

 一人当たり  ８，０００円／月（７月～６月）  

○その他（経験・技能、その他介護以外の職員） 

 一人当たり  ３，５００円／月（７月～６月）  

 

 

【障がい部門】  

取得加算額 ２，５６１，４４０円 ／ 総支給額 ２，５６１，９００円 

対象職員  経験・技能／９名  その他介護／３０名  その他／１名 

 

○経験・技能（一括支給） 

 一人当たり  ９，０００円／月（７月～５月）   ／  １５，８００円（６月一時金） 

○その他介護 

 一人当たり  ４，０００円／月（７月～５月）  ／   ７，４００円（６月一時金） 

○その他 

 一人当たり  ２，０００円／月（７月～５月）  ／   ３，７００円（６月一時金） 

 

 

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容 

● 毎年１回非正規職員から正規職員への登用試験を希望職員対象に実施 

  令和３年度登用実績 ４人 

● キャリア段位制度の運用・人事考課制度との連動  アセッサー９人、認定者７人 

● 指定資格取得者に経費の一部を支援（上限１０万円） 

 


